
一 般 会 計 予 算を増 額 補 正

議
案
第
16
号

平
成
23
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
6
号
）

議
案
第
3
号

暴
力
団
排
除
条
例
の
制
定

暴 力 団 排 除 条 例 の 制 定
（
提
案
理
由
）　

暴
力
団
の
排
除

に
関
し
、基
本
理
念
を
定
め
、市

民
の
安
全
で
平
穏
な
生
活
及
び

事
業
活
動
の
健
全
な
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
に
制
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

近
隣
市
で
の
条
例
制

定
の
状
況
は
。

□
当
局　

東　

5
市
の
状
況
は
、

平
成
24
年
3
月
議
会
で
柏
市
、我

孫
子
市
、鎌
ケ
谷
市
が
、6
月
議

会
で
松
戸
市
、流
山
市
が
条
例
の

制
定
を
予
定
し
て
お
り
、6
月
ま

で
に
は
東　

6
市
す
べ
て
が
制
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

■
委
員　

一
般
市
民
へ
の
周
知

や
広
報
、
ま
た
、
警
察
と
の
連

携
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
て
い

る
の
か
。

□
当
局　

市
民
へ
の
周
知
に
つ
い

て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
活
用

し
て
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
、
情
報
の
提
供
や
指
導
な
ど

の
必
要
な
支
援
及
び
暴
力
団
の

排
除
に
関
す
る
広
報
活
動
の
充

実
や
学
習
の
機
会
の
提
供
な
ど

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
に

当
た
っ
て
は
、
警
察
や
暴
力
追

放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
と
協
力

を
図
り
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

◆
全
会
一
致
で
可
決

（
提
案
理
由
）　

歳
入
歳
出
予
算

等
の
補
正
で
あ
り
、
既
定
の
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
6
億
6
千
18
万
8
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
そ
れ
ぞ
れ
496
億
7
千
580
万
8

千
円
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク

チ
ン
接
種
緊
急
促
進
臨
時
特
例

事
業
費
補
助
金
で
、
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
は
、平
成
24
年
3
月

31
日
ま
で
の
予
定
と
書
い
て
あ

る
が
、
そ
れ
以
降
は
。

□
当
局　

現
在
、
市
の
助
成
事

業
は
、
国
の
運
営
要
領
に
よ
っ

て
全
額
無
償
に
な
っ
て
お
り
、

現
状
で
は
24
年
3
月
31
日
を
も
っ

て
終
了
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

■
委
員　

子
ど
も
医
療
費
助
成

事
業
費
の
増
額
補
正
の
内
訳
は
。

□
当
局　

ゼ
ロ
歳
か
ら
6
歳
ま

で
の
乳
幼
児
に
関
す
る
も
の
が

約
399
万
8
千
円
増
、
7
歳
か
ら

9
歳
ま
で
の
小
学
生
に
つ
い
て

は
、
約
5
千
388
万
5
千
円
の
増

額
が
見
込
ま
れ
る
。

■
委
員　

児
童
援
護
対
策
費
で
、

市
内
私
立
保
育
所
運
営
委
託
料

の
内
容
は
。

□
当
局　

市
内
5
園
の
私
立
保

育
所
の
運
営
委
託
料
で
、
当
初

見
込
ん
で
い
た
入
所
児
童
数
よ

り
も
多
く
入
所
し
た
た
め
、
増

額
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

■
委
員　

臨
時
保
育
士
等
賃
金

の
増
額
補
正
の
内
訳
は
。

□
当
局　

職
種
と
し
て
は
、
臨

時
保
育
士
、
長
時
間
保
育
指
導

員
、
用
務
員
、
調
理
員
補
助
、

看
護
士
の
5
職
種
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
増
減
の
中
で
、
合
計
744
万

3
千
円
の
増
額
補
正
と
な
る
。

■
委
員　

生
活
保
護
費
の
扶
助

費
が
増
額
さ
れ
て
い
る
が
、
何

世
帯
、
何
人
増
え
て
い
る
の
か
。

□
当
局　

金
額
の
積
算
に
つ
い

て
は
、
人
数
と
い
う
よ
り
も
、

上
半
期
の
支
給
実
績
か
ら
一
年

を
見
込
ん
で
算
出
し
た
金
額
で

あ
る
。
保
護
世
帯
数
の
増
減
は
、

平
成
23
年
4
月
当
初
の
千
23
世

帯
か
ら
、
11
月
末
現
在
は
千
70

世
帯
と
増
加
し
て
い
る
。

■
委
員　

船
形
吉
春
線
道
路
改

良
費
の
減
額
理
由
と
内
訳
は
。

□
当
局　

現
在
、
用
地
交
渉
を

進
め
て
い
る
が
難
航
し
て
お
り
、

そ
の
関
係
で
役
務
費
、
委
託
料

等
を
減
額
し
て
い
る
。
工
事
費

に
つ
い
て
は
、
国
の
補
助
金
の

内
示
額
が
減
ら
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
減
額
と
な
っ
て
い
る
。

■
委
員　

愛
宕
駅
周
辺
土
地
区

画
整
理
費
の
減
額
理
由
と
ま
ち

づ
く
り
交
付
金
事
業
の
進
捗
状

況
は
。

□
当
局　

減
額
理
由
に
つ
い
て

は
、
愛
宕
東
駅
前
線
の
用
地
補

償
が
ま
と
ま
り
、
そ
の
執
行
残

を
減
額
補
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
業
の
愛

宕
西
駅
前
線
の
整
備
と
県
道
拡

幅
整
備
に
つ
い
て
は
、
物
件
補

償
が
ま
と
ま
れ
ば
完
了
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

■
委
員　

放
射
性
物
質
の
除
染

対
策
を
行
う
業
者
に
対
し
て
、市

か
ら
作
業
に
伴
う
被
曝
対
策
に
つ

い
て
の
指
示
は
出
し
て
い
る
か
。

□
当
局　

工
事
発
注
の
仕
様
書

に
マ
ス
ク
、
中
手
袋
等
さ
ま
ざ

ま
な
注
意
事
項
を
明
記
し
て
い

る
。
ま
た
24
年
1
月
か
ら
特
別

措
置
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
、
労
働
基
準
監
督
署
か
ら

講
習
会
の
案
内
も
き
て
い
る
。

そ
こ
に
は
職
員
も
出
席
予
定
で

業
者
も
出
る
よ
う
に
指
示
を
し

て
い
る
。し
か
し
講
習
会
は
12
月

末
で
そ
れ
ま
で
に
除
染
作
業
が

始
ま
る
た
め
、内
容
等
に
つ
い
て

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
案
が
き
て
お

り
、
業
者
に
そ
の
情
報
を
周
知

し
て
徹
底
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

◆
賛
成
多
数
で
可
決

総　　務

環境経済



市立南・北図書館、南・北コミュニティ会館の指定管理者の指定

議
案
第
12
号

市
立
南
図
書
館
、
市
立
北
図

書
館
、
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会

館
及
び
北
コ
ミ
ュ
ミ
テ
ィ
会

館
の
指
定
管
理
者
の
指
定

（
提
案
理
由
）　

市
立
南
図
書
館
、

市
立
北
図
書
館
、
南
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
会
館
及
び
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
館
の
指
定
管
理
者
と
し
て
、株

式
会
社
図
書
館
流
通
セ
ン
タ
ー

を
指
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

委
託
先
が
変
更
に
な

っ
た
理
由
は
。

□
当
局　

公
募
で
原
則
ど
お
り

行
っ
た
が
、
現
在
の
指
定
管
理

者
で
あ
る
丸
善（
株
）は
、（
株
）図

書
館
流
通
セ
ン
タ
ー
と
同
じ
上

部
組
織
の
大
日
本
印
刷
系
の
会

社
の
た
め
、
両
者
が
話
し
合
い
、

丸
善（
株
）は
今
回
の
公
募
に
は

参
加
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
情

が
あ
る
。

■
委
員　

図
書
館
に
つ
い
て
、

市
の
歴
史
な
ど
専
門
的
知
識
を

持
つ
職
員
の
配
置
は
あ
る
の
か
。

□
当
局　

南
・
北
・
関
宿
の
図
書

館
の
選
書
や
基
本
的
な
方
針
は

興
風
図
書
館
の
市
の
職
員
が
行
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、歴
史
あ
る
図

書
館
の
継
続
性
に
つ
い
て
も
同
様

に
市
の
職
員
が
行
っ
て
い
き
た

い
。

■
委
員　

現
在
の
職
員
の
人
数

配
置
と
今
回
提
案
し
て
き
た
人

数
に
違
い
は
あ
る
の
か
。

□
当
局　

指
定
後
も
原
則
そ
の

ま
ま
雇
用
す
る
と
い
う
提
案
に

な
っ
て
い
る
た
め
、人
数
は
同
じ

に
な
る
。

■
委
員　

指
定
管
理
者
の
実
績

に
つ
い
て
調
査
は
し
た
の
か
。

□
当
局　

全
国
で
282
館
の
委
託
を

受
け
て
お
り
、
十
分
対
応
可
能
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

■
委
員　

清
掃
業
務
に
関
し
て

委
託
し
た
場
合
、
委
託
先
の
最

低
賃
金
等
は
ど
う
な
る
の
か
。

□
当
局　

公
契
約
条
例
に
基
づ

く
賃
金
確
保
が
選
定
委
員
会
で
の

評
価
項
目
と
な
っ
て
お
り
、そ
れ

に
基
づ
い
て
賃
金
が
支
払
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

■
委
員　

現
在
の
指
定
管
理
者

に
比
べ
金
額
が
高
く
な
っ
て
い

る
が
い
か
が
か
。

□
当
局　
（
株
）図
書
館
流
通
セ

ン
タ
ー
は
業
界
で
も
最
大
手
の

た
め
、経
費
の
平
均
的
水
準
が
全

体
的
に
高
い
こ
と
が
一
番
の
原

因
と
考
え
て
い
る
。ま
た
、現
在

の
指
定
管
理
者
で
あ
る
丸
善

（
株
）は
初
め
て
指
定
を
受
け
る

と
い
う
こ
と
で
、ぜ
ひ
野
田
市
で

や
り
た
い
と
い
う
こ
と
が
安
価

に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

◆
可
否
同
数
、委
員
長
裁
決
で
可
決

議
案
第
14
号

道
路
線
の
認
定

路線整理のため市道を認定
（
提
案
理
由
）　

路
線
整
理
の
た

め
、
認
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

耕
作
さ
れ
て
い
る
道
路

部
分
も
あ
っ
た
が
、
民
地
と
道
路

と
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
今
後
ど

の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
。
ま

た
、
境
界
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た

め
に
ど
う
し
て
い
く
の
か
。

□
当
局　

関
連
す
る
道
路
の
認

定
、廃
止
の
路
線
も
含
め
て
、す

べ
て
査
定
を
実
施
し
て
、境
界
は

確
定
し
て
い
る
。若
干
、耕
作
を

し
て
い
る
部
分
も
あ
っ
た
が
、境

界
は
し
っ
か
り
決
ま
っ
て
い
る
の

で
、地
権
者
に
対
し
て
境
界
を
侵

さ
な
い
よ
う
、適
切
に
指
導
し
て

い
き
た
い
。

■
委
員　

み
ず
き
の
街
の
開
発
に

伴
う
道
路
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、

街
区
の
周
囲
だ
け
6
メ
ー
ト
ル
で

中
は
全
部
5
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て

い
る
が
、
な
ぜ
全
部
を
6
メ
ー
ト

ル
で
指
導
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ

の
経
緯
は
。

□
当
局　

宅
地
開
発
指
導
要
綱

の
宅
地
開
発
技
術
基
準
の
中
で
、

開
発
区
域
内
の
主
要
な
道
路
の

幅
員
は
、
開
発
規
模
に
応
じ
て

決
め
ら
れ
て
お
り
、
外
周
の
6

メ
ー
ト
ル
道
路
部
分
が
こ
れ
に

該
当
す
る
。
区
域
内
の
そ
れ
以

建　　設

文教福祉

外
の
道
路
の
幅
員
は
5
メ
ー
ト

ル
以
上
に
す
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
街
区
の
中
の
道
路

に
つ
い
て
は
、
5
メ
ー
ト
ル
に

な
っ
て
い
る
。

■
委
員　

開
発
面
積
に
よ
る
道

路
幅
員
の
制
限
は
あ
る
の
か
。

□
当
局　

開
発
規
模
に
応
じ
て

主
要
道
路
の
幅
員
は
、
0
・
5

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
5
ヘ
ク
タ
ー

ル
未
満
は
6
メ
ー
ト
ル
以
上
、

5
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
10
ヘ
ク
タ

ー
ル
未
満
は
9
メ
ー
ト
ル
以
上
、

10
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
は
12
メ
ー

ト
ル
以
上
と
決
ま
っ
て
い
る
。

街
区
道
路
の
関
係
で
は
、
6
メ

ー
ト
ル
の
主
要
道
路
か
ら
入
り
、

細
街
路
の
5
メ
ー
ト
ル
道
路
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
通
過
交
通

の
排
除
と
い
う
こ
と
も
目
的
と

し
て
お
り
許
可
を
し
て
い
る
。

◆
全
会
一
致
で
可
決

現地視察（古布内地先）


